
31

gBizIDメンバーの作成方法

2.2 GビズIDの取得

アカウントを持っていない方がgBizIDメンバーのアカウントを作成する手順です。gBizIDメンバー

を作成する前に、gBizIDプライムを作成する必要があります。この作業は、gBizIDプライムと

gBizIDメンバーそれぞれの端末での作業が必要です。

出所）Gビズ ID クイックマニュアル gBiz IDメンバー編

（https : //gbiz - id .go . jp/top/manual/pdf/QuickManua l _Member .pdf 閲覧日：令和5年3月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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※最新情報は上記ホームページをご確認ください。
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電子ファイルで作成する場合、所在地の都道府県や市区町村が定める様式ファイルへ必要事項を入力

してください。また登記情報提供サービスの利用も有効です。

紙媒体で作成した書類は、スキャンして電子ファイル（PDF）として保存してください。

添付書類（電子ファイル）の準備

2.3 添付書類（電子ファイル）の準備

書類の形式

紙媒体

電子ファイル

• 紙媒体の書類をコピー機等でスキャンし、電子ファイル（PDF）として保存してください。

【書類の発行】

• 「申請者の登記事項証明書又は条例等」については、法務省の「登記情報提供サービス」を利用することが有効です。

• 登記情報提供サービスの詳細や使用方法については、以下のホームページや電子申請届出システムのマニュアル（本システムのヘルプ
画面からダウンロード可能）を参照してください。
※登記情報提供サービス：https://www1.touki.or.jp/gateway.html

【書類の作成】

• 所在地の都道府県や市区町村が定める様式の電子ファイルをダウンロードし、電子上で必要事項を入力してください。

• 例）勤務形態一覧表

作成方法

必要事項を電子ファイル上で入力
してください。
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出所）登記情報提供サービス ホームページトップ画面

（https : //www1. touk i .o r . jp/gateway .html 閲覧日：令和5年3月1日）

登記情報提供サービスの利用方法

2.3 添付書類（電子ファイル）の準備

法人利用の「利用申込」を選択してください

登記情報提供サービスの利用開始にあたり、管理者ＩＤと初期登録パスワードを取得してください。

登記情報提供サービスのホームページトップ画面から、法人利用の「利用申込」を選択してください。
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登記情報提供サービスの利用方法

2.3 添付書類（電子ファイル）の準備

「一般財団法人 民事法務協会 登記情報提供契約約款」と「個人情報の取扱いについて」の内容を

確認し、同意した上で、「登記情報提供サービス法人利用申込書」及び「預金口座振替依頼書」を印刷し，

記入押印の上，所定の添付書類とともに送付してください。

法人登録完了通知書の

受領

申込みを受け付けた後，申

込書の「登録完了通知書

の宛名」欄に記載された送

付先に「登録完了通知書」

を封書で郵送いたします

（審査・登録事務等に

3，4週間程度の期間を要

します。）。

なお，登録完了通知書に

は，管理者ＩＤと初期登録

パスワードが記載されて

いますので、大切に保管・

管理してください。

出所）登記情報提供サービス 法人利用

（https : //www1. touk i .o r . jp/use/00 -04.html 閲覧日：令和5年3月1日）



36

登記情報提供サービスの利用方法

2.3 添付書類（電子ファイル）の準備

登記簿情報提供サービスにログインしてください。ID番号とパスワードが分からない場合は、

システムの「※ID・パスワードを忘れてしまった方はこちら」より再度ご確認ください。

出所）登記情報提供サービス ログイン画面

（https : //www.touk i .o r . jp/TeikyoUketsuke/ 閲覧日：令和5年3月1日）
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「請求情報受付メニュー」画面で「商業・法人請求」をクリックしてください。

登記情報提供サービスの利用方法

2.3 添付書類（電子ファイル）の準備

出所）登記情報提供サービス 商業・法人登記情報請求画面

（https : //www1. touk i .o r . jp/operate/03 -07.html 閲覧日：令和5年3月1日）
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登記情報提供サービスの利用方法

2.3 添付書類（電子ファイル）の準備

商業・法人請求の「会社・法人検索」画面に移ります。商号・名称，会社法人等番号を入力して検索し，

「会社・法人一覧」画面を表示します。

出所）登記情報提供サービス 商業・法人登記情報請求画面

（https : //www1. touk i .o r . jp/operate/03 -07.html 閲覧日：令和5年3月1日）
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登記情報提供サービスの利用方法

2.3 添付書類（電子ファイル）の準備

照会番号取得にチェックを入れて
から請求してください。

「会社・法人一覧」画面で請求を行う会社・法人を選択し，「請求」ボタンをクリックして請求します。

請求する際、「照会番号取得」にチェックを入れ、照会番号を取得してください。

照会番号を記載して申請することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます。

出所）登記情報提供サービス 商業・法人登記情報請求画面

（https : //www1. touk i .o r . jp/operate/03 -07.html 閲覧日：令和5年3月1日）
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登記情報提供サービスの利用方法（介護施設・事業所の場合）

2.3 添付書類（電子ファイル）の準備

介護施設・事業所は①登記情報提供サービスでダウンロードした照会番号付きのPDFファイル、または

照会番号・発行年月日を入力したtxtファイルを、添付書類の登記情報証明書に該当する箇所へアップ

ロードする、または②照会番号・発行年月日を備考欄に入力する形で提出することが可能です。

照会番号・発行年月日の両方

が必要であること、ご注意く

ださい。また、照会番号の有

効期間は請求の翌日から100

日間です。

出所）電子申請届出システム操作マニュアル（介護施設・事業所向け）

（https : //www.ka igokensaku .mhlw.go . jp/sh inse i/pdf/manual _sh inse i _1 _0 .pdf 閲覧日：令和5年3月1日）

※最新情報は上記ホームページをご確認ください。


